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昨日（5/25）基本政策小委員会での議論・とりまとめ

 本年4月末に、電力広域的運営推進機関（以下広域機関）が2021年度電力需給
見通しの結果を公表。夏・冬いずれも例年よりも厳しい見通しが示されたことを受け、梶山
経済産業大臣からは早急に対策をまとめるよう指示があった。

 近年、火力発電の休廃止が相次いでいること等により、供給力は減少傾向にある。その背
景には、電力の自由化が進展する中で、卸電力市場の取引の拡大及びFITで支援する
再エネ電気の量の拡大に伴い、取引価格が低迷し、発電を巡る事業環境が悪化してい
ることなどが挙げられる。

 梶山大臣からの指示を踏まえ、昨日（5/25）に開催された基本政策小委員会において、
2021年度の電力需給見通しを踏まえた対応策、及び、背景にある発電事業をとりまく環
境と構造的課題への対策という、以下の３点についてご議論をいただき、今夏の電力需給
対策等をとりまとめた。

１．2021年度夏季の電力需給対策
２．2021年度冬季に向けた供給力確保策の基本的な方向性
３．2022年度以降に向けた構造的対策の基本的な考え方
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【参考】梶山経済産業大臣による「検討指示」（5/14閣議後会見）

１．４月末に広域機関が取りまとめた電力需給見通しでは、この夏は、安定供給に必
要な供給力はかろうじて確保できるものの、ここ数年で最も厳しい見通しとなっている。

２．また、近年、発電を巡る事業環境の悪化等による火力発電の休廃止が相次いでお
り、この冬については、現時点では、東京エリアにおいて安定供給に必要な供給力が確
保できない見通しである。

３．こうした厳しい状況を踏まえ、夏及び冬における電力の安定供給確保に向けた緊急
の対応として、
①発電・小売事業者に対する供給力確保の働きかけ
②需要家に対する協力要請
③需給状況に関するタイムリーな情報提供
④その他必要な制度的な措置の検討
といった事項について、早急に対策をまとめるよう事務方に検討を指示した。

４．電力の安定供給確保に万全を期すため、５月中目処に取りまとめた上で、速やかに
実行に移していく。
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１．2021年度夏季の電力需給対策

２．2021年度冬季に向けた供給力確保策の
基本的な方向性

３．2022年度以降に向けた構造的対策の基
本的な考え方
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（参考）月別電力量（系統需要）の増減率＜2019年度比＞【気象補正あり、確報値】

北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 沖縄 全国

2020年
4月

▲2.6% ▲1.3% ▲4.0% ▲4.0% ▲1.1% ▲3.2% ▲1.9% ▲1.9% ▲2.1% ▲6.7% ▲3.1%

5月 ▲3.8% ▲6.3% ▲8.5% ▲12.9% ▲8.5% ▲8.4% ▲7.7% ▲4.3% ▲6.9% ▲4.0% ▲8.4%

6月 ▲2.3% ▲5.7% ▲5.9% ▲7.7% ▲6.1% ▲6.7% ▲6.0% ▲0.7% ▲3.8% ▲1.3% ▲5.8%

7月 ▲2.8% ▲5.3% ▲4.9% ▲6.0% ▲4.6% ▲3.3% ▲3.7% ▲2.4% ▲2.6% 1.8% ▲4.3%

8月 ▲3.9% ▲4.4% ▲2.2% ▲6.4% ▲5.5% ▲1.4% ▲3.9% ▲0.6% ▲2.6% ▲0.1% ▲3.1%

9月 ▲1.6% ▲3.2% ▲2.4% ▲2.5% ▲3.2% ▲0.3% ▲0.8% ▲0.4% ▲1.8% ▲0.3% ▲1.9%

10月 0.4% ▲2.0% ▲2.4% ▲0.9% ▲0.5% ▲1.8% ▲4.1% ▲3.7% ▲2.3% 1.0% ▲2.0%

11月 1.7% ▲2.0% ▲1.0% ▲0.0% ▲0.5% ▲0.5% ▲4.6% ▲2.1% ▲0.5% ▲2.1% ▲1.0%

12月 0.0% 3.0% 0.5% 3.3% 4.8% 2.0% ▲0.8% 1.2% 2.5% 3.7% 1.7%

2021年
1月

3.9% 6.8% 1.8% 3.8% 7.7% 4.5% 2.7% 3.9% 2.1% 5.9% 3.5%

2月 ▲2.0% 0.2 2.1% 3.2% 1.5% 0.4% ▲0.2% 1.9% 0.2% 1.0% 1.2%

出典：電力広域的運営推進機関の電力需給検証報告書（2020年10月、2021年5月）

 前年比で電力需要を比較すると、一回目の緊急事態宣言（2020年4～5月）以降、減少傾向にあったも
のの、2020年12月以降は増加傾向が見られる。

 コロナウィルス感染症対策と電力需要の関係については、上振れ・下振れの両面の可能性が考えられ、引き続
き、状況を注視していくことが必要。
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（参考）月別電力量（系統需要）の増減率＜前年度比＞ 【気象補正なし・速報値】
北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 沖縄 全国

2020年
4月

▲1.2% ▲2.0% ▲3.9% ▲5.7% ▲2.5% ▲4.9% ▲2.5% 0.7% ▲1.8% ▲8.6% ▲3.6%

5月 ▲3.8% ▲6.7% ▲9.1% ▲13.6% ▲10.1% ▲10.6% ▲9.1% ▲3.2% ▲7.2% ▲2.3% ▲9.2%

6月 ▲1.3% ▲2.9% ▲1.1% ▲5.9% ▲4.2% ▲2.9% ▲3.8% 1.2% 0.8% 9.5% ▲2.2%

7月 ▲3.8% ▲7.6% ▲5.0% ▲7.3% ▲9.3% ▲6.0% ▲6.9% ▲3.3% ▲5.2% 2.2% ▲5.9%

8月 ▲2.0% ▲3.2% 1.2% 0.1% ▲2.7% 3.1% 2.1% 7.4% 7.1% 0.4% 1.6%

9月 ▲0.5% 1.1% ▲1.6% ▲3.7% ▲1.7% ▲4.3% ▲5.0% ▲6.4% ▲7.3% ▲2.6% ▲3.1%

10月 ▲0.3% 0.3% ▲3.1% ▲2.0% ▲1.7% ▲4.1% ▲4.4% ▲6.3% ▲4.2% ▲3.4% ▲2.9%

11月 ▲1.6% ▲1.2% ▲2.9% ▲0.6% ▲1.4% ▲1.3% ▲3.7% ▲3.7% ▲0.4% 0.8% ▲1.8%

12月 1.7% 6.6% 2.7% 4.5% 6.3% 3.1% 2.0% 3.2% 6.1% 1.5% 3.8%

2021年
1月

6.8% 12.1% 5.9% 7.3% 13.2% 7.4% 7.4% 9.1% 8.2% 5.6% 7.6%

2月 ▲1.7% 2.1% ▲1.8% ▲2.7% ▲0.8% ▲5.1% ▲6.0% ▲4.3% ▲5.0% ▲5.8% ▲2.8%

3月 3.3% 2.0% ▲1.7% ▲0.4% ▲0.3% ▲0.7% ▲1.0% ▲1.7% ▲2.9% 0.0% ▲0.8%

4月 1.0% ▲3.0% ▲1.0% ▲3.4% ▲4.3% ▲5.6% ▲2.8% ▲0.5% ▲4.2% ▲3.3% ▲4.0%

出典：電力広域的運営推進機関の系統情報サービスから算出 （2021/5/24 時点）11
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小売電気事業者への働きかけ
 2020年度冬季は、市場価格が高騰。これは、電力・ガス取引監視等委員会の検証に

おいて、一義的には、市場における売り札切れにより発生したものと分析されている。
 今年度は、夏季・冬季ともに厳しい需給見通しが示されているところ、小売電気事業者

の中には、供給能力確保義務を履行できない者が出る可能性がある。この場合、予め
供給力が確保できなかった小売電気事業者の経営に影響を与えるだけではなく、市場
における売り入札が不足することに伴い、市場価格が高騰し、小売電気事業者全体に
も影響が及ぶ可能性がある。

 このため、需要家に対する安定的な電力供給サービスの継続を確保するため、小売電
気事業者に対し、供給力確保義務を含めた法令遵守に万全を期す観点から、相対
契約や先物市場等を活用した供給力の確保やリスクヘッジ、ディマンドリスポンス契約
の拡充等の検討を要請する。
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kWh不足時のセーフティネットの導入

 2020年度冬の市場価格は、売り札切れにより、一部需給ひっ迫の状況と異なる動きとなった。
 今後も同様に価格が高騰する可能性があるところ、市場参加者の予見性確保のため、市場価格が需
給ひっ迫状況等を反映する仕組みが重要。

需給ひっ迫状況

200円
/kWh

45円
/kWh需給ひっ迫状況

複数エリアで予備率３％

200円
/kWh

80円
/kWh

2022年度
広域的な予備率に基づき精緻に算定

2021年度
簡易的な手法で2段階の上限値を設定

インバランス料金の算定イメージ

３％
(広域的な予備率)

８％
(広域的な予備率)

10％
(広域的な予備率)

➡2022年度以降、インバランス料金を需給ひっ迫状況等に基づき算定する仕組みの導入を予定していたが、
2021年度中の対策として、簡易に同様の制度を導入すべく、夏前を目指して２段階の上限値(セーフティネット)の

導入を図る予定。
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需要家への働きかけ
 例年、夏と冬の省エネキャンペーン期間が始まる前には、省エネルギー・省資源対策推

進会議省庁連絡会議が開催され、「夏季/冬季の省エネルギーの取組について」が決定
される。例年はこの決定に基づき、省エネキャンペーンの期間において、各方面に省エネ
ルギーの取組を呼びかけ、国、地方公共団体、事業者及び国民が一体となった省エネ
ルギーの取組をより一層推進することとしている。

 今夏については、同連絡会議を通じて省エネルギーの取組を需要家に呼びかける際、予
備率の確保がここ数年で最も厳しい見通しであり、需要家による省エネの取組が例
年以上に重要であるとのメッセージを発出する。

 また、産業界に対して、省エネの取り組みの呼びかけとともに、ディマンドレスポンス等に積
極的に応じることや、緊急時において柔軟に対応するよう要請する。
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需要側の対策（節電等）の基本的考え方
 日本全体で安定供給を確保するためには、国や広域機関、発電・小売電気事業者さ

らには需要家など、各関係者がそれぞれの立場で果たすべき役割を日頃から考え、需給
ひっ迫に備えることが重要となる。

 一般に、発電所の建設をはじめとする供給側の対策は長期間を要する一方、節電をは
じめとする需要側の対策は比較的短期間の対応が可能であり、特に需給ひっ迫が差し
迫った時の効果は大きい。

 他方、経済的インセンティブを伴わない純粋な節電等は、国民生活や経済活動への負
担が大きく、電気事業の健全な発展の観点からも、できる限り回避することが望ましい。
したがって、需要対策の判断基準となる予備率の算定に当たっては、最大限の供給力
確保策等に取り組むことが大前提となる。

 具体的には、①自社需要に見合った供給力の確保義務を負う小売電気事業者、②
自ら確保した調整力を活用して域内の電圧・周波数維持義務を負う一般送配電事業
者、③一般送配電事業者の確保する調整力の原資について発電義務を負う発電事
業者、のそれぞれが、適切に自らの義務を果たすことが必要となる。
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警戒モードへの切替え

 需給ひっ迫時の対応として、国においては、広域的な予備率が３％を下回る見通しと
なった場合※にひっ迫警報の発令や節電の要請を行い、それらの対応を行った後も予備
率が１％を下回る見通しの場合、計画停電等を検討することとしている。

※2021年度は複数エリアで３％
 しかしながら、今冬の需給ひっ迫時に見られたように、電気事業者の尽力等により安定

供給に必要な供給力がかろうじて確保されていた場合であっても、そのような需給状況が
一定期間継続した場合、卸電力市場への売入札量が減少するなどして市場価格が高
騰するようなこともあり得る。

 このような場合のような、需給ひっ迫に至るおそれがあるような状況にあり、平時とは異な
る一定の警戒注意をもって対応が求められる状態になっていることについて、国においても、
何かしら公知することとする。

 そのことは、関係者間の情報の非対称性を解消することにもつながりうる。
 なお、そのような警戒モードへの切替えについては、具体的な基準を一義的に定めること

は困難であり、例えば、全国的な融通が頻発するなどし、全国的な需給ひっ迫が一定
期間継続することが見込まれる場合が考えられる。
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タイムリーかつ的確な情報発信

 電力の安定供給に向けて発電・小売事業者や需要家の積極的な行動を促すため、一
般送配電事業者は、自社ＨＰ上の「でんき予報」を通じ、エリア内の電力の需給状況
について、タイムリーかつ的確な情報提供を行うことが望ましい。

 エリア内の電力需給が厳しい状況が継続すると見込まれるときや、全国的に厳しい需給
状況が継続し、「警戒モード」に切り替わったときは、でんき予報の目立つ場所にその旨を
明記し、発電・小売事業者や需要家に対して注意を喚起し、供給力の確保や需要抑
制等の積極的な取組を促すこととする。

 需給状況に余裕があるとの誤解を与えないよう、揚水発電の水量制約や火力発電の
燃料制約により持続的な供給力に必ずしも十分な余裕がないと判断されるときは、その
旨をでんき予報に明記し、発電・小売事業者や需要家に対して注意を喚起することとす
る。

 需給状況について、より一層的確な情報発信を行うため、需給ひっ迫時には、でんき予
報における供給力をこまめに更新することとする。これにより、例えば、需要の増大に応じ
て必要な供給力を確保しているにもかかわらず、電力使用率が一時的に「９９％」と表
示されることを回避することができる。



１．2021年度夏季の電力需給対策

２．2021年度冬季に向けた供給力確保策の
基本的な方向性

３．2022年度以降に向けた構造的対策の基
本的な考え方
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追加的な供給力確保策と費用負担の在り方
 今年の冬に向けた追加的な供給力の確保策としては、①発電所の補修点検時期の更

なる調整、②現時点で供給力にカウントされていない自家発等の精査及び供給要請、
③休止中の電源の稼働要請、が考えられる。

 他方、上記①～③は、いずれも追加的な費用を要する可能性があり（特に③）、届出
制の下、事業の実施そのものが自由化されている発電分野において、安定供給確保を
理由として発電事業者に追加的な費用負担を求めることは合理性を欠く。

 したがって、追加的な供給力確保策を検討するに当たっては、その費用をだれが負担する
かを明確にする必要がある。

 この点、今回顕在化している供給力不足の主な要因は、電気事業法上、自らの需要に
応じた供給力を確保する義務を負う小売電気事業者において、現時点において必ずし
も十分な供給力を確保できていないことにある。

 このため、今後、仮に供給力の確保に向けた追加的な対策を講じる場合には、それに要
する費用については、小売電気事業者が公平に負担することを基本とする。
※費用負担の方法としては、①託送料金を通じて将来にわたって行う場合と、②直接に行う場合
（容量市場の拠出金と同様の方法や調達エリア内の小売電気事業者に請求する方法など）が
あり得る。
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追加的な供給力確保策の検討方法
 追加的な供給力確保策の実施に当たっては、最小の費用で最大の効果を得ることが重

要であり、そのような観点から、まずは最も費用負担の小さい対策を中心に検討すること
が合理的と考えられる。

 他方、以下に掲げる追加的な供給力確保策のうち、特に③については、費用・効果とも
に大きい一方、一定の工事が必要となる場合が多く、実施に当たり相当のリードタイム
（例えば半年程度）を要する。

①発電所の補修点検時期の更なる調整
②現時点で供給力にカウントされていない自家発等の精査及び供給要請
③休止中の発電所の稼働要請

 このため、これらの対策について同時並行で検討・調整を進めた上で、追加的な費用負
担が生じる対策については、次回の基本政策小委員会であらためて御議論いただき、実
施するか否かを含め、来月中をめどに決定することとする。
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休止中の電源の稼働を求める方策
 休止中の電源に稼働を求める方法としては、現行制度上、以下の３つが考えられる。

①特別調達電源 →小売電気事業者の負担の下、一般送配電事業者が募集
②調整力公募 →託送料金回収を前提に、一般送配電事業者が募集
③電源入札 →託送料金回収を前提に、広域機関が募集

 このうち、電源入札は、実施主体が全国的な需給安定化の役割を担う広域機関であり、同機関
の実施する入札は安定供給確保のための最後の手段であるべきことを踏まえると、まずは上記①②
を追求することとする。

 また、特別調達電源（①）と調整力公募（②）は、いずれも募集主体が一般送配電事業者で
ある点が共通する一方、毎年行われる調整力公募と異なり、特別調達電源についても電源入札
同様過去に例がなく、またその具体的な制度設計において、小売電気事業者からの費用回収方
法など、詰めるべき点が少なからずある。

 このため、小売事業者からの費用回収方法の検討を進めつつ、今冬に向けた追加的な供給力確
保策としては、暫定的な対応として、調整力公募を基本として検討を深めていくこととする。

 また、仮に実施する場合の費用負担のあり方については、今後検討することとする。
 なお、仮に供給力の確保に向けた追加的な対策を講じる場合には、小売電気事業者が追加供

給力を有効に活用できるよう、その市場供出の在り方について検討してはどうか。また、追加的な供
給力確保費用の妥当性を担保するため、電力・ガス取引等監視委員会が必要な確認を行うこと
とする。

38※調整力公募・・・本資料においては募集対象に電源とＤＲの両方を含むことを想定している。





１．2021年度夏季の電力需給対策

２．2021年度冬季に向けた供給力確保策の
基本的な方向性

３．2022年度以降に向けた構造的対策の基
本的な考え方
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【参考】再エネ中心の電力システムへの移行期の課題
 今後、再生可能エネルギーの更なる導入拡大を進める中で、火力を中心に構成されて

きたこれまでの電力システムの構造転換を加速し、再エネを中心とした電力システムを追
求していくことが不可欠となる。

 その際、太陽光や風力のように自然条件に出力が大きく左右される再エネの導入拡大
を進めるためには、広域的な電力融通により出力変動の抑制に資する地域間連系線の
増強とともに、再エネの変動性を補完する蓄電池やディマンドリスポンス（DR）などの調
整力の活用が鍵となる。

 他方、地域間連系線の増強には10年単位の期間を要し、また、価格面での課題のあ
る蓄電池の大量導入には一定の期間を要することを考えると、こうした設備の導入・増
強等により電力システムの構造転換が完了するまでの移行期においては、電力の安定
供給を確保するため、火力を含めた既存の電源を最大限活用していくことが欠かせない。

 具体的には、変動再エネの変動に応じて出力を機動的に調整できる調整力や、昼夜を
問わず安定的に発電できるベースロード電源など、各電源の特徴を最大限に活用し、
適切なバランスを確保していく必要がある。



発電所の過度な退出への対応
 2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、今後、電力分野において脱炭素化を加速

していくに当たり、安定供給を損なわないよう、再エネ等の脱炭素電源の拡大ペースに合
わせて火力の退出を進めていくことが重要。

 他方、足元では、再エネの拡大に伴う設備利用率の低下や卸電力市場価格の下落等
の事業環境の悪化により火力の休廃止が増加しており、2021年度夏冬の需給見通しに
おいて、供給力不足が顕在化している。

 このため、脱炭素電源の拡大を上回るペースで過度に火力の退出が進まないよう、退出
のペースを管理する新たな仕組みを整備する。

 具体的には、電力需給に影響を与え得る一定規模以上の発電所を対象に、以下の制
度的な措置について、検討を深めていく。
①休廃止予定の確実な把握（例：休廃止調査、事前届出）
②休廃止が電力需給に与える影響の確認（例：確認が終わるまで休廃止を留保、補
修調整）
③安定供給確保のための電源公募

 なお、今後、こうした制度的な措置を講じることを念頭に、足元においては、国において休
廃止予定の電源を速やかに調査するなど、必ずしも制度化されていない取組を含めて火
力の過度な退出防止に必要な取組を進めていく。
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休廃止火力電源調査（案）について
 足元における休廃止予定の電源を調査するにあたって、調査の位置づけ、対象事業
者・報告対象の考え方について、以下の整理が考えられるのではないか。

＜調査の位置づけ＞
 電力各社は供給計画により休廃止計画を含む今後10年間の電源計画を毎年度報告しているが、休廃止

報告される電源は、地元調整等も完了し休廃止が確定したものであるため、休廃止検討段階の電源は計
上されていない。供給力不足の可能性が顕在化してきている中で、今後の安定供給の確保のためには休廃
止情報の予見性が必要となってくる。

 国として近いうちに休廃止の可能性のある電源を把握するため、供給計画の補足資料として位置付け調査
することとしてはどうか。

＜調査対象の事業者＞
 休廃止した場合の電力需給に与える影響が大きい設備について補足の必要がある。そのため、一定規模

以上の火力電源を保有する事業者（例：保有合計30万kW以上）について対象としてはどうか。
＜調査報告の対象＞
 対象事業者は、近いうちに（例：2024年より前）休廃止の可能性のある火力電源について報告するこ

ととする。
 一般論で言えば、事業者が電源の休廃止を判断するにあたっては、電源の保有が事業性悪化に資するこ

とが挙げられるとともに、悪化に繋がり得る一定の要因があるものと考えられる。そのような、休廃止可能性
電源の報告にあたっては、その電源が休廃止となる可能性がある要因も併せて報告することとしてはどうか。

 休廃止要因（例）
• 老朽化等による設備利用率低下
• 設備トラブルの多発
• 保有電源のポートフォリオにおける優先順位の低下





供給力確保義務の在り方
 東日本大震災後の電力システム改革において、小売電気事業者は、自らの需要に応じて

必要な供給力を確保することが義務付けられた。また、一般送配電事業者は、需給バラ
ンスを維持するために必要な調整力を確保することとなった。

 他方、今冬の需給ひっ迫・市場価格高騰において顕在化したように、卸電力市場における
売り入札量が大幅に減少した場合、小売電気事業者が市場調達を通じて供給力確保
を義務を果たそうとしても限界が生じる。

 また、特に需給ひっ迫時においては、個々の小売電気事業者による供給力の確保と、一
般送配電事業者による調整力の確保が競合し、結果的に必要以上に調整力が確保さ
れることも考えられる。

 このため、中長期的な制度のあるべき論として、700者を超える小売電気事業者に対して
一律の供給力確保義務を課すことが妥当かどうか、諸外国の例を参考にしつつ、多角的
な観点からメリット・デメリットの検討を行っていくこととする。

 その際、電源の保有状況が小売の競争環境に与える影響や、小売との契約状況が発電
の競争環境に与える影響等について、検討・分析を深めていく。
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